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議案第７８号 

 

 行田市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      行田市長 行 田 邦 子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 標準化基準に適合した標準準拠システムへの移行に伴い、市の住民基本台帳に登

録されていない者の登録及び管理を行う住登外者宛名番号管理機能が共通機能とし

て実装されることに伴い、条例の一部を改正しようとするものである。 
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   行田市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

 行田市個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

４ 市長 市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって

住登外者（市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下

同じ。）を特定する固有の番号を付番し、管理するもの（以下

「住登外者宛名番号管理機能」という。）による住登外者の情報

の管理に関する事務であって規則で定めるもの 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第３条関係） 

執行機関 事務 特定個人情報 

１ 市長 予防接種法（昭和23年法

律第68号）による実費の

徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護法（昭和25年法律第144号）に

よる保護の実施若しくは就労自立給付

金の支給に関する情報（以下「生活保

護関係情報」という。）、中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第30号）による中国残留邦人等支

援給付等の支給に関する情報（以下

「中国残留邦人等支援給付等関係情

報」という。）又は住登外者宛名番号

管理機能による住登外者の情報の管理

に関する情報（以下「住登外者宛名情

報」という。）であって規則で定める

もの 

２ 市長 身体障害者福祉法（昭和

24年法律第283号）によ

る障害福祉サービス、障

害者支援施設等への入所

等の措置又は費用の徴収

に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税法（昭和25年法律第226号）その

他の地方税に関する法律に基づく条例

の規定により算定した税額若しくはそ

の算定の基礎となる事項に関する情報

（以下「地方税関係情報」という。）

又は住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの 

３ 市長 地方税法その他の地方税

に関する法律及びこれら

の法律に基づく条例によ

る地方税の賦課徴収に関

する事務であって規則で

定めるもの 

介護保険法（平成９年法律第123号）に

よる保険料の賦課に関する情報又は住

登外者宛名情報であって規則で定める

もの 
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４ 市長 公営住宅法（昭和26年法

律第193号）による公営

住宅の管理に関する事務

であって規則で定めるも

の 

地方税関係情報、中国残留邦人等支援

給付等関係情報又は住登外者宛名情報

であって規則で定めるもの 

５ 市長 国民健康保険法（昭和33

年法律第192号）による

保険給付の支給に関する

事務であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、

中国残留邦人等支援給付等関係情報又

は住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

６ 市長 知的障害者福祉法（昭和

35年法律第37号）による

障害福祉サービス、障害

者支援施設等への入所等

の措置又は費用の徴収に

関する事務であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報又は住登外者宛名情報

であって規則で定めるもの 

７ 市長 児童扶養手当法（昭和36

年法律第238号）による

児童扶養手当の支給に関

する事務であって規則で

定めるもの 

生活保護関係情報、中国残留邦人等支

援給付等関係情報又は住登外者宛名情

報であって規則で定めるもの 

８ 市長 母子保健法（昭和40年法

律第141号）による費用

の徴収に関する事務であ

って規則で定めるもの 

医療保険各法（健康保険法（大正11年

法律第70号）、船員保険法（昭和14年

法律第73号）、私立学校教職員共済法

（昭和28年法律第245号）、国家公務員

共済組合法（昭和33年法律第128号）、

国民健康保険法又は地方公務員等共済

組合法（昭和37年法律第152号）をい

う。以下同じ。）若しくは高齢者の医

療の確保に関する法律（昭和57年法律

第80号）による医療に関する給付の支

給に関する情報（以下「医療保険給付

関係情報」という。）、地方税関係情

報、行田市子ども医療費支給条例によ

る子ども医療費の支給に関する情報又

は住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

９ 市長 高齢者の医療の確保に関

する法律による保険料の

徴収に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

生活保護関係情報、中国残留邦人等支

援給付等関係情報、介護保険法による

保険料の賦課に関する情報又は住登外

者宛名情報であって規則で定めるもの 

10 市長 介護保険法による保険給 生活保護関係情報、地方税関係情報又
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付の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

は住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

11 市長 健康増進法（平成14年法

律第103号）による健康

増進事業の実施に関する

事務であって規則で定め

るもの 

生活保護関係情報、地方税関係情報、

中国残留邦人等支援給付等関係情報又

は住登外者宛名情報であって規則で定

めるもの 

12 市長 障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律（平成17年

法律第123号）による地

域生活支援事業の実施に

関する事務であって規則

で定めるもの 

身体障害者福祉法による身体障害者手

帳に関する情報、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律（昭和25年法律

第123号）による精神障害者保健福祉手

帳に関する情報、生活保護関係情報、

地方税関係情報、中国残留邦人等支援

給付関係情報又は住登外者宛名情報で

あって規則で定めるもの 

13 市長 行田市子ども医療費支給

条例による子ども医療費

の支給に関する事務であ

って規則で定めるもの 

医療保険各法による医療に関する給付

の支給に関する情報、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）による措置（同法

第27条第１項第３号若しくは第２項又

は第27条の２第１項の措置をいう。）

に関する情報、生活保護関係情報、母

子保健法による養育医療の給付若しく

は養育医療に要する費用の支給に関す

る情報、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律によ

る自立支援給付の支給に関する情報、

行田市ひとり親家庭等の医療費の支給

に関する条例によるひとり親家庭等医

療費の支給に関する情報、行田市重度

心身障害者医療費助成条例による重度

心身障害者医療費の助成に関する情報

又は住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの 

14 市長 行田市ひとり親家庭等の

医療費の支給に関する条

例によるひとり親家庭等

医療費の支給に関する事

務であって規則で定める

もの 

医療保険給付関係情報、児童福祉法に

よる措置（同法第27条第１項第３号若

しくは第２項又は第27条の２第１項の

措置をいう。）に関する情報、身体障

害者福祉法による身体障害者手帳に関

する情報、生活保護関係情報、地方税

関係情報、児童扶養手当法による児童

扶養手当の支給に関する情報、特別児

童扶養手当等の支給に関する法律（昭

和39年法律第134号）による特別児童扶

養手当の支給に関する情報、中国残留
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邦人等支援給付等関係情報、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律による自立支援給付の

支給に関する情報、行田市子ども医療

費支給条例による子ども医療費の支給

に関する情報、行田市重度心身障害者

医療費助成条例による重度心身障害者

医療費の助成に関する情報又は住登外

者宛名情報であって規則で定めるもの 

15 市長 行田市重度心身障害者医

療費助成条例による重度

心身障害者医療費の助成

に関する事務であって規

則で定めるもの 

医療保険給付関係情報、児童福祉法に

よる措置（同法第27条第１項第３号若

しくは第２項又は第27条の２第１項の

措置をいう。）に関する情報、身体障

害者福祉法による障害福祉サービスの

提供若しくは障害者支援施設等への入

所等の措置若しくは身体障害者手帳に

関する情報、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律による精神障害者保

健福祉手帳に関する情報、生活保護関

係情報、地方税関係情報、知的障害者

福祉法による障害福祉サービスの提供

若しくは障害者支援施設等への入所等

の措置に関する情報、中国残留邦人等

支援給付等関係情報、障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律による自立支援給付の支給に

関する情報、行田市子ども医療費支給

条例による子ども医療費の支給に関す

る情報、行田市ひとり親家庭等の医療

費の支給に関する条例によるひとり親

家庭等医療費の支給に関する情報又は

住登外者宛名情報であって規則で定め

るもの 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７９号 

 

 行田市公告式条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      行田市長 行 田 邦 子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 条例の公布文等、書面を掲示する方法から市のホームページの電子掲示場による

公表を主たる方法とするため、関係する条例の一部を改正しようとするものである。 
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   行田市公告式条例等の一部を改正する条例 

 （行田市公告式条例の一部改正） 

第１条 行田市公告式条例（昭和２５年条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条第２項中「行田市役所前及び行田市南河原支所前の掲示場」を「市のホ

ームページに設置した電子掲示場」に改め、同項に次のただし書を加える。 

   ただし、災害その他特別の事由により電子掲示場に掲示することができない

ときは、行田市役所前及び行田市南河原支所前の掲示場に掲示してこれを行う

ことができる。 

 （行田市行政手続条例の一部改正） 

第２条 行田市行政手続条例（平成９年条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

  第１５条第３項中「当該行政庁の事務所の」を「行田市公告式条例（昭和２５

年条例第２２号）第２条第２項に規定する」に改める。 

 （行田市税条例の一部改正） 

第３条 行田市税条例（昭和２５年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条中「第２条」を「第２条第２項」に改める。 

 （行田市市営住宅条例の一部改正） 

第４条 行田市市営住宅条例（平成９年条例第２６号）の一部を次のように改正す

る。 

  第５条第１項中「次に掲げる」を「行田市公告式条例（昭和２５年条例第２２

号）第２条第２項に規定する掲示場、市広報その他市長が必要と認める」に改め、

同項各号を削る。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 



- 72 - 

 

議案第８０号 

 

 行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      行田市長 行 田 邦 子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 保育所等における虐待等への対応について、児童福祉法等の一部が改正されたこ

とに伴い、条例の一部を改正しようとするものである。 
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   行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

 行田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成２６年条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８１号 

 

 行田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      行田市長 行 田 邦 子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

理 由 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部改正により、利用開始時の健

康診断等に関し特例が設けられたため、条例の一部を改正しようとするものである。 
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   行田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 行田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

 第１７条第２項を次のように改める。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康

診断又は健康診査（母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１２条又は第１

３条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「

健康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同

表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄

に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、

家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診査等の結果を把握し

なければならない。 

児童相談所等における乳児又は幼児（

以下「乳幼児」という。）の利用開始

前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用開始時の健康

診断 

乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、定期の健康診

断又は臨時の健康診断 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８２号 

 

 行田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      行田市長 行 田 邦 子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 児童福祉法等の一部改正及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準の

一部改正に伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであ

る。 
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   行田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 行田市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第９条の見出しを「（職員の一般的要件）」に改め、同条中「乳児等通園支援事

業者」を「乳児等通園支援事業所」に改める。 

 第１０条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改め

る。 

 第１３条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に、「第３３

条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

 第１６条第６号中「乳児、幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中「、終了」

を「及び終了」に、「及び」を「その他の」に改める。 

 第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に改め

る。 

 第２０条第３項中「係る利用定員」を「係る利用定員（子ども・子育て支援法（

平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の規定による確認に

おいて定める利用定員をいう。）」に改める。 

 第２６条後段を削る。 

 第２７条中「職員」を「乳児等通園支援事業所の職員」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１３条中「第３３条の

１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める改正規定は、公布の日から施

行する。 
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議案第８３号 

 

 行田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      行田市長 行 田 邦 子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 保育所等における虐待等への対応について、児童福祉法等の一部が改正されたこ

とに伴い、条例の一部を改正しようとするものである。 
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   行田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 行田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第８４号 

 

 行田市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように制定するも

のとする。 

 

  令和７年１１月２７日提出 

 

                      行田市長 行 田 邦 子    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理 由 

 アリーナの空調設備を導入するに当たり、所要の整備を行うため、条例の一部を

改正しようとするものである。 
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   行田市体育施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 行田市体育施設設置及び管理条例（昭和４７年条例第２６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１１条に次の１号を加える。 

 ⑷ その他教育委員会が必要と認めるとき。 

 第１６条第２項中「及び第１１条から第１３条まで」を「、第１１条から第１３

条まで、別表第２及び別表第３」に改める。 

 第２６条に次の１号を加える。 

 ⑷ その他指定管理者が必要と認めるとき。 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第９条関係） 

 総合体育館附属設備の使用料 

区分 単位 使用料（円） 

電光得点表示板（１対） １回 1,500 

放送設備

（１式） 

メインアリーナ １回 1,500 

サブアリーナ １回 1,000 

柔道場 １回 1,000 

剣道場 １回 1,000 

空調設備 メインアリ

ーナ 

全面 １時間 4,200 

３分の２面 １時間 2,800 

３分の１面 １時間 1,400 

バトミントンコ

ート（１面） 

１時間 350 

卓球台（１台） １時間 100 

卓球室 全面 １時間 800 
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卓球台（１台） １時間 100 

サブアリー

ナ 

全面 １時間 1,400 

２分の１面 １時間 700 

 備考 

  １ 夏季期間（６月１日から９月３０日までの期間をいう。次項において同じ。

）は、空調設備の使用料を教育委員会に納付しなければならない。 

  ２ 夏季期間を除く空調設備の利用は、メインアリーナ、卓球室又はサブアリ

ーナを全面で利用する場合に限る。ただし、教育委員会が特に必要と認め

た場合は、この限りでない。 

  ３ 前項ただし書に規定する場合における空調設備の使用料は、それぞれこの

表に掲げる区分に応じた額とする。 

  ４ 空調設備を幼児（満３歳以上）、小学校の児童及び中学校の生徒が利用す

る場合の使用料は、この表に規定する使用料の額に１００分の５０を乗じ

て得た額とする。 

  ５ 利用者の住所（個人にあってはその住所、法人、団体等にあってはその所

在地）が市外の場合の使用料は、この表に規定する使用料の額に１００分

の１５０を乗じて得た額とする。 

   附 則 

 この条例は、令和８年６月１日から施行し、同日以後の施設の利用について適用

する。 


